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滋賀労働局 監督課

医療機関における労務管理について



• 労働力人口（働き手）が少ない社会

社会を維持するためには。 。

• 女性・高齢者等の活躍が必要

•制約要因をなくそう！

・正社員の長時間かつ硬直的な労働時間

・非正規の低賃金と不安定な雇用

なぜ「働き方改革」が必要なのか



■古い働き方：

・一部の職員の長時間労働ですべてを解決

・長時間労働が出来ない人は労働市場から排除
※ 人が無尽蔵に供給されうる

「人口増加社会」型の働き⽅

【法規制】で促進
・時間外・休日労働の上限設定 ・確実な休暇取得
・正規と非正規の不合理な待遇差の禁止

■新しい働き方：
・一人一人の状況に応じた多様な働き方で

労働⼒を最大限に活かす
※労働⼒資源が限られている「人⼝減少社会」対応型の働き方
※勤務条件を工夫することで採用の可能性が広がり、
定着率の向上も期待

なぜ「働き方改革」が必要なのか



なぜ「働き方改革」が必要なのか

答）働き方改革 は、

時代の変化への対応方策︕
□「法律」は最低限、社会全体でこれは守ろうよ、ということを形にしたもの。

□ 是非、「法律」を守ることの先を行く「働き⽅改革」でより時代に対応した働き⽅へ！

■ 「少ない労働⼒でパフォーマンスを発揮する働き方 」
へのシフトが必要 ︕

・ 縦割りから連携へ
・ 多職種・多機関の地域内での協働へ
・ 働きがいがある、魅⼒ある職場へ

⇒医療を未来に繋げるためにも、働き⽅改革を ！



４つの領域における取組メニュー



※医療業における“中小企業”の基準

⇒企業単位でみて ｉ）資本金の額又は出資の総額が５千万円以下 又は ⅱ）常時使用する労働者の数が100人以下

（なお、持分なし医療法人や社会福祉法人等の「資本金」や「出資金」がない法人格の場合は、法人全体の

常時使用する労働者の数のみで判断する）

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律
（医療機関への適用関係）







滋賀県内で実際にあった監督署への相談事例（Ｒ２年～Ｒ４年）

• 残業の申請方法が周知されていない（短時間労働者）

• 年次有給休暇を自由に取得できない（勝手に使われる／連続で取得できない）

• 宿直中の仮眠がとれない

• 休憩時間が取得できない

• 上司が認めないと残業申請ができない（申請がしにくい、却下される等）

• 小集団活動に対して残業手当がつかない

• 所定労働時間外の研修（オンライン研修等）に対して賃金が支払われない

• 引継ぎ（情報収集）、朝礼等に対して賃金が支払われない

• 新人には残業手当がつかない

➡ 定期的に労働時間の実態調査を行うこと︕︕

（かい離の理由が正しいか、アンケート（無記名）、ヒアリング等を行う）

※ 特に、病棟内・診療科でのローカルルール（独自の慣習）が無いか確認を︕



好事例とされる医療機関で見受けられる３つの要素



施策推進に必要な強いメッセージの要素

施策を徹底して実行した事例では、トップが強い信念のもと施策推進を主導し、関係者の合意形成や現場職員の行動

変革が起きるよう工夫がされています



施策面での好事例の特徴例

実効性担保・定着を図るための工夫が必要です



現場⼒を活かした施策への取組についての考え方・例

担当者自身が積極的に研鑽や他職員とのコミュニケーションを図っています







滋賀県医療勤務環境改善支援センターのご案内


